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序　　　　　文序　　　　　文序　　　　　文序　　　　　文序　　　　　文

　タイ王国（以下、「タイ」と記す）政府は、農産物の流通システム及び卸売市場の改善等を目的とし

て、日本政府に対し農産物流通経路改善計画（仮称）に係るプロジェクト方式技術協力を要請して

きました。国際協力事業団はこの要請を受けて、平成14年（2002年）２月11日から２月22日まで、

宮城学院女子大学教授安部新一氏を団長とする４名の短期調査団を現地に派遣しました。

　同調査員は、本プロジェクトの要請背景等について、タイ政府関係者との協議及び現地調査を

行いました。

　本報告書は、同調査団による協議結果等について取りまとめたものであり、今後、本プロジェ

クト実施の検討にあたり広く活用されることを願うものです。

　終わりに、この調査にご協力とご支援を頂いた内外の関係各位に対し、心より感謝の意を表し

ます。

　平成14年３月
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１．短期調査団の派遣１．短期調査団の派遣１．短期調査団の派遣１．短期調査団の派遣１．短期調査団の派遣

１－１　調査団派遣の経緯と目的

　2000年７月、タイ政府は国内農家の所得向上、農産物の品質向上を図るため、農産物のマーケ

ティングシステム及び卸売市場の改善等を中心としたプロジェクト方式技術協力を我が国政府に

要請してきた。

　しかしながら、提出された要請書の協力内容は農協による農産物販売、卸売市場や農産物加工

の近代化等多岐にわたっており、協力の実施にあたってはさらに詳細な情報収集を実施し、我が

国協力の方向性を精査する必要があった。

　また、要請先である農業・協同組合省（MOAC）協同組合振興局（CPD）の局長が2001年10月に交

代となり、関係機関の本案件に係る取組姿勢を確認する必要が生じた。その一方で国際協力銀行

（JBIC）の実施する「農産物の卸売市場システムに係る開発調査」（以下、「JBICのF／S」と称する）

が2002年の年明けから開始される見込みであることが明らかになった。

　このため、国際協力事業団は短期調査団を派遣して、先方の要請背景とその内容を調査し、プ

ロジェクト方式技術協力としての協力妥当性を検討したうえで、その協力パターンの絞り込みを

行い、JBICのF／Sの開始段階における本計画との調整を図ることとした。

　本調査団の主要調査事項は、次のとおりである。

（１） 要請背景の調査：要請のあった各協力内容についてタイ側の要請背景を確認するとともに、

タイ国内の農産物流通の一般的な実情を調査したうえで、先方政府と生産者のニーズ並びに彼

らが抱える問題点を把握し、本協力の是非を判断する。

（２） 相手側実施機関の妥当性確認：本要請書では、実施機関（カウンターパート機関）は農業・

協同組合省協同組合振興局となっている。一方、協力要請には商務省国内流通局（DIT）が担当

する卸売市場への協力、すなわち市場管理システムの改善や市場情報収集モデルの策定等が含

まれていることから、実施機関としての妥当性を調査する。

（３） 協力要請内容の確認：協力を実施する場合の先方の受入れ能力、協力効果等を調査したう

えで、今回要請のあった協力内容の妥当性、並びに我が国の協力方針を検討する。

（４） 協力パターンの絞り込み：タイ側が要請している協力内容は、農協による農産物販売、卸

売市場や農産物加工の近代化等と多岐にわたっているため、今回の調査においてプロジェクト

方式技術協力で実施可能な協力パターンについて絞り込みを図る必要がある。

　そのため、あらかじめ想定され得る協力パターンを想定し、現地調査で個々の協力パターン

の実施可能性を検討する。

（５） 農業分野プログラムローン（ASPL）の進捗確認：JBICとアジア開発銀行（ADB）の協調融資

による卸売市場施設整備のプログラムローンについては、これらの施設整備に先駆けてF／S
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が行われる予定である。

　したがって、国際協力事業団としても上記F／Sについての情報収集を現地で進めるととも

に、可能な限りF／Sの立ち上げ段階からJBIC側との意見調整を図り、F／Sの成果がプロジェ

クト方式技術協力実施に係る基礎資料として活用される形となるように働きかけるものとす

る。

１－２　調査団の構成

（１） 総　　括　　　安部新一　（宮城学院女子大学教授）

（２） 市場近代化　　上林篤幸　（農林水産省総合食料局流通課課長補佐）

（３） 農協育成　　　松田昌裕　（全国農業協同組合中央会総務企画部審査役）

（４） 協力計画　　　香川顕夫　（国際協力事業団農業開発協力部畜産園芸課副参事）

１－３　調査日程

　調査期間：2002年２月11日（月）～22日（金）

日順 月日 曜日 行　　　程 滞在先
１ ２／11 月 10：00　成田発→14：50 バンコク市着 NH915

専門家、JICA事務所員との打合せ
バンコク市

２ ２／12 火 ９：00　JICA事務所打合せ
10：00　日本大使館表敬
14：00　JBIC事務所打合せ

〃

３ ２／13 水 10：00　農業・協同組合省（MOAC）協同組合振興局（CPD）協議
13：30　MOAC次官室（OPS）協議

〃

４ ２／14 木 ９：30　商務省国内流通局（DIT）協議
13：00　CPD協議
14：00　タラタイ中央卸売市場調査

〃

５ ２／15 金 ９：30　MOAC普及局（DOAE）協議
13：30　MOAC農業経済局（OAE）協議

〃

６ ２／16 土 ミニッツ打合せ、資料整理 〃
７ ２／17 日 資料整理 〃
８ ２／18 月 ペプリ県バンラード農協、卸売市場調査 〃
９ ２／19 火 CPDとのミニッツ協議 〃
10 ２／20 水 ナコンパトム県農産物集荷センター調査

CPDミニッツ最終協議
〃

11 ２／21 木 ８：30　ミニッツ署名・交換
11：00　JICAタイ事務所報告、日本大使館報告
23：20　バンコク市発→

機中泊

12 ２／22 金 06：30　成田着 NH918 －
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１－４　主要面談者

＜タイ側＞

（１） 農業・協同組合省（MOAC）

１）　協同組合振興局（CPD）

Mr. CHAVALVUT CHAINUVATI 局長

Mr. CHAOPREECHA SRIROTH 組合流通シニアエキスパート

Mr. BOONSON PANITCHAKARN 企画部長

Ms. KORNNAPA CHAIYAWA 企画部企画課長（政策計画アナリスト７）

Mr. SUPARP KERDBOON 企画部企画係（政策計画アナリスト６）

Ms. ANUSRA MUNRAWUNG 企画部企画係（政策計画アナリスト５）

Dr. CHUWIT MITRCHOB 技術課海外関係係

Ms. LAWAN INTHACHART 農協部（組合技術者８）

Mr. THAWATCHAI SEELSAEN 農協部（組合技術者４）

Ms. ORAWAN KANGMUANG 非農協部（組合技術者６）

大豆生田　清志 JICA専門家

２）　次官室（OPS）

Dr. UTAI PISONE 次官補

川崎陽一郎 JICA専門家

３）　農業普及局（DOAE）

Ms. PAYAO RATANAVIBULAYA アグリビジネス推進部長

Ms. SURISA BOONYAPATIPARK 計画部海外関係課

Mr. ATNI PUNPLENG アグロインダストリー課

Mr. MONGKOL ATHILEULWONGOS アグロマーケティング課

加賀谷　一 流通アドバイザー

（JICAシニアボランティア）

４）　農業経済局（DOE）

Ms. NAREENAT ROONNAPAI 農業調査部長

Mr. SAMBAT H. PHIMYARAN シニアエコノミスト

Ms. JEERAPA CHAVEWONG シニアエコノミスト

５）　ペプリ県バンラード農協

Ms. CHAWEE JAIYAI マネージャー

Mr. TANON POO-NGERN 理事（前バンラード農協理事長）
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６）　協同組合振興局（CPD）バンラード地方事務所

Mr. SUWAN MEEHOKWONG 組合係官

７）　ナコンパトム県チュンクアン地区アスパラガス生産者グループ

Mr. SOMSAK KASETPAISIT グループリーダー

（２） 商務省国内流通局（DIT）

Mr. YUTIN PRAJUNTABORIBAL 海外関係係長

Ms. CHANCHAI NOKDHES 流通促進開発課シニア商業係官

（３） タラタイ市場（タイ・アグロ　イクスチェンジ株式会社）

Mr. SOPHON TEJATHAVON 流通業務開発部長

Ms. UDOMLUCK PONGSUPHAN 業務促進マネージャー

＜日本側＞

（１） 在タイ日本国大使館

八百屋市男 一等書記官

（２） JICAタイ事務所

高島　宏明 次　長

沖浦　文彦 副参事

（３） JBICバンコク駐在員事務所

吉田　憲正 専門調査員
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２．要　約２．要　約２．要　約２．要　約２．要　約

　本短期調査団は、2002年２月11日から同22日までの日程でタイを訪問し、タイ政府が我が国に

要請したプロジェクト方式技術協力「タイ農産物流通経路改善計画（仮称）」の内容について、詳細な

情報収集並びに我が国協力の方向性を精査するための調査を行った。本案件を要請した農業・協

同組合省（MOAC）協同組合振興局（CPD）と協議した結果、CPD側は2000年７月の要請以降、プロ

ジェクト方式技術協力（以下「プロ技」）実施に必要な対象地域やモデル農協の検討、カウンターパー

ト（C／P）の配置、ローカルコストの確保等について、具体的な考え方の取りまとめはしておら

ず、調査団との協議でも具体的な考え方は聞かれなかった。このため、要請内容に係る子細な議

論はできなかった。ただし、CPDは、当初の要請は現在も依然有効であり、その線で協力を要請

していくとの考え方を改めて表明した。

　協議のあらましは以下のとおりである。

（１） 協議内容

１）　要請内容：要請内容には、「農産物流通に係る組合活動の近代化」「国家レベル、地方レベ

ルでの卸売市場の近代化」「農産物販売網の近代化」の３分野が盛り込まれていた。これに対

し調査団は、プロ技実施にあたっては絞り込みが必要なことを事前に説明したうえで協議し

た結果「農産物流通に係る組合活動の近代化」に、より集中した協力を望む旨の見解が示され

た。ただしCPD側は、当初要請の３分野全体のうち「組合活動の近代化」をより重点的に実

施し、組合活動の近代化を図るなかで卸売市場の近代化、農産物販売網の近代化も包括的に

行いたいとしていた。

　なお、タイのタクシン新政権は、全省庁的に一村一品運動を推進している。CPD側はこ

れを、従来から実施している同局の施策と合致する運動であり、当プロ技のなかにも概念と

して含まれているとの見解で、一村一品運動を当初要請に代わる新規プロジェクトとして要

請する考えはないと述べた。

２）　対象農産物：調査団は要請書に記載された農産物の具体的な中身について回答を求めた

が、前述のとおりCPD側に具体的な計画がなく、プロ技の対象品目となる農産物の絞り込

みも行われていなかった。

３）　国際協力銀行（JBIC）の実施可能性調査（F／S）：JBIC予算によるF／Sは、JBICとアジア

開発銀行（ADB）が協調融資する農業分野プログラムローン（ASPL）に基づく卸売市場施設整

備に必要な調査、と位置づけられていた。ただし、計画から１年半以上たった調査時点で

も、F／Sを実施するコンサルタントは決まっておらず、調査は開始されていない。F／Sの

結果は調査開始から約１年後に公表されることになっているが、タクシン新政権下の対外債
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務削減施策により、ASPLも実施されるかどうか、未定の状況にある。調査団はCPD側に、

F／S結果が本プロ技のデザインを検討するうえで重要な要素となることを説明し、双方で

合意した。

４）　省庁間の役割分担：卸売市場の定義について、商務省国内流通局（DIT）では民間所有・運

営が主流の比較的大規模な卸売市場（全国85か所）を、一方、CPDでは農協が所有・運営す

る比較的小規模の卸売市場を意味するという。そこで、プロ技実施時に懸念される省庁間の

役割分担を調査したところ、商務省側は、CPD所管の卸売市場であっても、DITが認可す

れば、当該卸売市場は商務省所管の卸売市場でもあるとの考え方で、問題になることはない

との見解であった。

　農業普及活動に関連して、農業・協同組合省の農業普及局（DOAE）と協議したところ、

CPDと協力して普及活動を行っていけるとの見解であった。

　以上、当プロ技実施時に懸念される他省庁、部局間の役割分担については、特に問題にな

ることはないことが確認された。

５）　今後の方向性：今後の方向性を検討するうえで、以下を考慮する必要がある。

　調査団は、タイ側が本プロ技を主体的に進めていく必要があり、CPDのイニシアティブ

で具体的な行動計画案を作成すべきであることを指摘した。その作成にあたっては、局内に

検討委員会を設置すること等を提言した。

　また、今後、プロジェクトのデザインを検討するうえで、JBIC予算による「農産物の卸売

市場に係る開発（実施可能性）調査（F／S）」の結果が重要な要素となるが、同計画の実施につ

いてはまだ不透明な状況のため、今後とも注視する必要がある。

　一方、農業・協同組合省次官室（OPS）の情報では、2002年10月にタイ政府の組織改革が

行われる見通しで、農業・協同組合省でも大幅な組織改編が見込まれている。本プロ技実施

期間であるCPDも新組織への組み換えが計画されているとの情報があるので、どのような

新組織になるのか、見守っていく必要がある。

　このように、現状は流動的であるため、事態の推移を注視しつつ、引き続きプロ技実施の

妥当性を検討していく必要があると考える。

（２） ミニッツの記載事項

　調査団は、今回の調査結果をミニッツ（付属資料１）に取りまとめ、双方合意のうえ署名を取

り交わした。双方で確認した記載事項は次のとおりである。

１）　当初要請に係る現状：CPDは、当初要請は局の方針として依然有効であると発言したも

のの、2000年７月に要請書が作成されて以降、同局内でプロジェクトサイトやターゲットグ

ループといった、プロ技実施の必須要件は具体的に検討されておらず、要請内容の詳細を議
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論することはできなかった。

　調査団は、先方がプロ技実施の強い意志を有するのであれば、現状を踏まえた具体的な行

動計画を新たに発出する必要がある旨を説明した。また、CPD側が当初要請の内容を実質

的に変更する場合には、首相府技術経済協力局（DTEC）を通じ、新たな要請を出す必要があ

ることを説明し、双方合意した。また、プロジェクト実施の検討にあたっては、JBICの

F／Sの結果が重要な要素になることを双方で確認し、ミニッツに記載した。

　さらに、ミニッツ署名の席上、調査団長はこの計画策定はタイ側の主体性の下に行われる

ことが重要であると強調し、CPD内に検討委員会を設置することなどを提言した。

２）　協力内容の優先度：当初要請には、大きく３つの協力内容、つまり組合近代化、卸売市

場近代化、流通経路近代化の３分野が盛り込まれていたが、調査団はプロ技実施にあたって

は絞り込みが必要と説明した。これに対しCPDから、組合の近代化に係る部分により集中

した協力を望むとの発言があり、ミニッツに記載した。

　なお、本項目は調査団の確認項目として記載したものであり、CPD側が組合活動の近代

化のみをプロ技として実施するということではなく、３分野全体の比重としては、組合活動

により重点を置き、これら組合活動を通じて卸売市場、流通経路改善も包括的に実施したい

意向であることを確認した。また、双方の誤解を防ぐため、組合近代化活動を重点的に実施

するということが、新たな要請の提出を意味するものではないことを追記した。

３）　一村一品運動の現状：タイの新政権は、全省庁的に一村一品運動（One Tambom One

Product campaign：OTOP）を推進しており、この運動の流れが当初要請とは別に、新しい

協力を求めるものかどうかについて確認した。CPD側は、一村一品の考え方は同局が従来

から実施している施策と合致したものであり、当初要請のなかにも概念として含まれている

こと、一村一品運動を当初要請に代わる新規プロジェクトとして協力を求めるものではない

と説明し、ミニッツにもその旨を記載した。

４）　第９次国家経済社会開発５か年計画の状況：2002年から2006年までの第９次国家経済社

会開発５か年計画については、2001年10月に作成されたものの、農業協同組合省の具体的

な活動計画は2002年１月に策定され、英語翻訳版を現在作成中であることを、同省次官室で

確認した。調査団は、本要請についても第９次国家経済社会開発５か年計画に沿ったもので

あることの必要性を伝え、ミニッツにその旨を記載した。

５）　卸売市場に係る用語の意思統一：調査団は、要請書の中で頻繁に使用されている卸売市

場（wholesale market）の用語に関し、DITが使用するものと、CPDが使用する用語を調査

し、CPD側と確認した。その結果、DITの意味する卸売市場（wholesale market）は、民間

所有・運営が主流の比較的大規模なものを、CPDの意味する卸売市場（wholesale market）

は、農協が所有・運営する比較的小規模なものを指しており、双方が相対立するものではな
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いことを確認し、以下の事項をミニッツに記載した。

ａ）　CPDで意味する卸売市場は、農協が運営する小規模な市場で、農産物が集荷、計測、

観測、選別されるような施設であり、法的な認可を必要としないもの。

ｂ）　2000年度には、タイ国内に農協運営の卸売市場が880か所あったこと。

ｃ）　DITの監督下に置かれている大規模な卸売市場は全国に85か所あること。

ｄ）　上記85の卸売市場は民間による所有・管理であり、法的認可を受けているが組合によ

る卸売市場の所有・管理を妨げるものではない。現在、水産組合による２つの卸売市場

が、DITの認可を受け、この85組合の中に入っている。

６）　日本への農産物輸出に対する配慮：現在、日本においては、海外からの低価格農産物輸

出が国内農家の経営を圧迫していることから、本調査においても、要請されたプロ技が日本

への農産物輸出に結びつくものではない点に留意する必要があることを、ミニッツに記載し

た。
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３．要請内容と実施機関の調査結果３．要請内容と実施機関の調査結果３．要請内容と実施機関の調査結果３．要請内容と実施機関の調査結果３．要請内容と実施機関の調査結果

３－１　要請内容の確認

（１） 用語の確認

１）　農産物

　本要請には具体的な対象品目の記載がなく、農産物と記載されているのみであった。そこ

で、調査団としては具体的な農産物の品目の確認作業が必要であった。しかし、協同組合振

興局（CPD）側では要請に対する具体的な行動計画案が作成されておらず、実施に際して対

象となる農産物の絞り込みも行われていなかった。

　なお、調査団の現地調査先であったペプリ県バンラード農協では、農協自身が生産者から

米、バナナを直接買い付け、農協自ら販売を行っている実態がみられた。ただし、農協側で

は野菜、特に軟弱野菜については売れ残り等によるリスクが大きいため、取り扱う意思はな

かった。また、もう１か所、CPD側の案内で行ったナコンパトム県の生産者グループは、

アスパラガスを通年生産しており、その一部についてはミドルマンを通じて日本へも輸出さ

れているとのことであった。

２）　農業協同組合（農協）

　日本では、「農業協同組合法」や「水産業協同組合法」など協同組合の種類別に法律が制定さ

れているが、タイでは、すべての種類の協同組合を対象とする「協同組合法」が制定されてい

る。この「協同組合法」は、1968年に制定され、1981年と1999年に改定されて今日に至って

いる。

　この1999年（仏暦2542年）協同組合法は138条からなる法律であり、第４条で、「『協同組合』

とは、自助及び相互扶助によって経済及び社会的な利益のための活動を実施する個人の集団

で、この法律に基いて登録されているものを意味する」と規定されている。また、第33条に

は、「登録を受け付ける協同組合の種類は省令によって定める」と規定されている。

　このため、タイにおける「農協」とは、「農業・協同組合省が省令で定めた協同組合の種類

の１つである『農業協同組合』として、『協同組合法』に基づいて登録されている組織」を意味

する。

３）　卸売市場

　CPDの定義する卸売市場とは、小規模な地方の卸売市場で、農協によって所有・運営さ

れており、そこで農産物の集荷、計測、乾燥、等級づけ及び取引が行われており、政府の認

可を必要としないものである。

　要請によれば、2000年時点でタイに880か所の（CPDが定義する）卸売市場が存在する。

　なお、これらCPDの定義する卸売市場に加え、商務省の監督下にある大規模な農産物卸
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売市場が現時点で85か所存在する。

　商務省の定義する農産物卸売市場とは、民間部門により所有・運営されており、設立にあ

たっては商務省の認可が必要である。しかし、この認可制度は、農協の保有する卸売市場が

農産物卸売市場として認可を受けることを妨げるものではなく、現在２農協が保有する農産

物（水産）卸売市場が認可を受けている。

（２） 「農協による農産物流通」に係る問題点

　タイの農協の販売事業は、後述のとおり、籾（モミ）が中心であるが、それすらも、タイの全

国流通量の数％を占めるに過ぎないといわれている。青果物については、パイナップルが少量

販売されているものの、最近販売高は減少傾向にあり、それ以外は皆無に近い。また、今回の

調査で訪問した農業経済局の話では、農協を通じて販売される農産物の量に関する統計はない

が、タイ全国の農産物流通量の２～10％を占めると思われるとのことであった。

　このように農協の販売事業が低迷している原因については、集荷資金や関連施設の不足など

が指摘されているが、農協が独自に販売先をみつけることができないことが最大の原因と考

えられる。

　このため、現状において、農協が、売り手（生産者＝農協組合員と非組合員＝地元商人）と買

い手（商人）の取引の場である農協卸売市場（セントラルマーケット）を創設し、運営することは

極めて有効であり、その経験を通じて、販売先を発掘、確保し、販売事業を拡大していくこと

が望まれている。

　今後の協力にあたっては、ブーメラン効果の問題を考慮すれば、プロジェクト対象地域は、

そこで生産される農産物がおよそ日本に輸出されることはないと考えられる遠隔地を選択する

よりほかはないであろう。そして、そのような地域の貧困農民を対象に、農協の卸売市場（セ

ントラルマーケット）の創設・改善、ひいては農協の販売事業の開発を通じて、彼らの所得向

上を図ることを目的としたプロジェクトを企画することが考えられる。その際、重要なこと

は、そこで販売する地元商人や、そこに買い付けのためにやってくる商人に魅力ある場所を提

供することができるか、彼らが買いたいと思う種類、品質、数量の農産物をそろえることがで

きるかであり、そうした商人のニーズを事前に十分調査する必要があると考えられる。

　また、ブーメラン効果の問題を考えれば、いわゆるモデル農協を選定し、その活動の振興を

図り、その成果を他の農協に広めていくという方式よりも、多数の農協を多数の地域（遠隔地

域）で選定し、それら農協の役職員研修を通じて全体的な振興を図っていく方式の方が適切で

あろう。その際の研修内容としては、セントラルマーケットの運営、営農指導事業の実施、販

売事業の強化、農産物加工事業の育成等が考えられる。
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（３） プロジェクトサイトの確認（協力サイト、モデル農協の現況）

　本プロジェクト方式技術協力に対するCPD側との協議において、2000年７月に要請が行わ

れて以降、CPD側ではプロジェクト方式技術協力実施に必要となる具体的な行動計画の作成

は行われていなかった。このため、本プロジェクト方式技術協力を具体的に進めるための対象

地域、モデル農協、さらには事業実施に伴う担当部署、カウンターパート配置、ローカルコス

トの確保等についての具体的な計画の取りまとめは行われておらず、プロジェクトサイト、モ

デル農協の確認作業等の協議も行うことができなかった。

３－２　実施機関の体制

３－２－１　農業・協同組合省（MOAC）

（１） 所掌業務

　農業・協同組合省（Ministry of Agriculture and Cooperatives：MOAC）は1892年４月１

日に設立された組織で、その任務は、農業と協同組合に関連するすべての活動、すなわち農

業生産、水産業、畜産業、林業、灌漑、土地開発、農地改革、農業経済、協同組合全般に及

んでおり、国家発展にとって戦略的重要任務を果たしている。

　具体的な事務分掌は以下のとおりである。

１）　農業生産の改善：天然資源と環境を増進・保全する適切かつ持続的なシステムをもっ

た生産を推進する。

２）　農業投入資材及び技術情報を農民及び農民組織に提供する。

３）　農業生産性を高めるために研究及び普及プログラムを推進する。

４）　農民組織が真に自立した組織になるように支援する。
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（２） 組織

　農業・協同組合省は大臣秘書室、事務次官室を含め、表－１の13の局室からなる。

　また、表－２の国営企業７社を運営している。

　農業・協同組合省全体としての地方機関はなく、各局が独自に地方機関を設立している。

たとえば、事務次官室は75の県に「農業・協同組合県事務所」（Provincial Agriculture and

Cooperative Office）をもち、農業普及局は県及び郡に「農業普及事務所」を、また農業経済

局は、全国を24の農業経済ゾーンに分割し、ゾーンごとに「農業経済ゾーン事務所」をおいて

いる。そのほかの局も、主として地域事務所（地域分割は局によって異なる）を有している

ケースが多い。

表－１　農業・協同組合省の組織

和　名 英　名
大臣秘書室 Office of the Secretary to the Minister
事務次官室 Office of the Permanent Secretary (OPS)
王室灌漑局 Royal Irrigation Department (RID)
協同組合監査局 Department of Cooperative Auditing (CAD)
水産局 Department of Fisheries (DOF)
畜産振興局 Department of Livestock Development (DLD)
王室林野局 Royal Forest Department (RFD)
土地開発局 Department of Land Development (LDD)
農業局（注１） Department of Agriculture (DOA)
農業普及局（注２） Department of Agricultural Extension (DOAE)
協同組合振興局 Cooperative Promotion Department (CPD)
農地改革局 Office of Agricultural Land Reform Office (ALRO)
農業経済局 Office of Agricultural Economics (OAE)
出所：MOAC
注１：タイ語原文では「農業研究局」。
注２：タイ語原文では「農業振興局」と訳すこともできる。

表－２　農業・協同組合省所管の国営企業

和　　名 英　　名
ゴムプランテーション公社 Rubber Estate Organization
酪農振興公社 Dairy Farming Promotion Organization
農民のための販売公社 Marketing Organization for Farmers
林業公社 Forest Industry Organization
ゴム改植支援基金事務局 Office of the Rubber Replanting Aid Fund
水産物販売公社 Fish Marketing Organization
タイ合板株式会社 Thai Plywood Company Limited
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（３） 定員

　法定定員は定かでないが、実員は本省、地方を含めて11万6091人（1998年）とされている。

このうち政府職員が５万2225人、雇員が６万3866人である。局別配分を表－３に掲げる。

　灌漑局が全職員の４割を占め、これに次いで林野局、農業普及局の順である。両局とも省

全体の10％を超える人員を擁している。

（４） 予算

　2002会計年度におけるMOACの予算総額（所属する12局の予算の合計で、国営企業及び＜

基金＞運転資金の予算を除く）は634億3550万バーツであり、国家予算全体の約６％を占め、

省別では第５位に位置している。2001年会計年度と比較すると、額で42億3920万バーツ、

率にして6.2％減少している。12局別の内訳は表－４のとおりである。

表－３　農業・協同組合省の定員（実員）

局　　名 職　員 雇　員 合　計
大臣秘書室及び事務次官局 1,572 1,079 2,651
王室灌漑局 8,423 38,043 46,466
協同組合監査局 1,362 276 1,638
水産局 3,116 2,758 5,874
畜産振興局 4,879 3,252 8,131
王室林野局 8,897 8,218 17,115
土地開発局 2,014 0 2,014
農業局 3,358 4,670 8,028
農業普及局 11,589 2,715 14,304
協同組合振興局 3,859 2,571 6,430
農地改革局 2,394 0 2,394
農業経済局 762 284 1,046
合計 52,225 63,866 116,091
出所：MOAC
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（５） 組織改革の方向

　2001年に発足したタクシン政権の下、政府機関の大幅な機構改革が計画されている。当初

予定では2002年10月１日を期して新機構が完成することになっていたが、若干の遅れが生

ずると見込まれている。

　その内容は省の数を20に増やし、省間の事務分担を変えるとともに、各省内の機構も改変

することになっている。新機構について詰めが行われているが、その詳細はまだ定まってい

ない。

　農業・協同組合省に関しては、自然環境保全に関する部局（王室林野局の全部、灌漑局と

水産局の一部）は、新しく設立される環境資源省に移管される。調査時点の案では、各局は

４つのグループ（Bureauという）に編成されることが検討されている。

１）　総括グループ：次官室、農業経済情報局、農業規格検査局（新設）、第１次産品局（新設）

２）　生産振興グループ：農業局、水産局、畜産局

３）　生産資源管理グループ：農地改革局、土地開発局、王室灌漑局

４）　農民組織、協同組合推進グループ：農業普及局、協同組合振興局、協同組合監査局

　組織改革の主眼は、農産物品質改善（規格検査局の新設）、流通加工部門を一貫して改善す

る（第１次産品局の新設）、農業資源管理を強化する、農民組織及び人材を育成するといった

ところにあるとみられる。

表－４　農業・協同組合省の局別予算額

組織単位
2001 年度

(100 万バーツ)
2002 年度

(100 万バーツ)
増　減　額
(100 万バーツ)

増　減　率
（％）

政府予算 67,674.8 63,435.5 -4,239.2 -6.2
大臣秘書室及び事務次官室 2,352.5 3,427.7 1,075.2 45.7
王室灌漑局 33,085.2 29,432.5 -3,652.7 -11.0
協同組合監査局 470.7 493.4 22.7 4.8
水産局 3,088.5 3,202.4 113.8 3.7
畜産振興局 2,832.3 2,583.4 -248.9 -8.8
王室林野局 8,855.2 8,483.0 -372.2 -4.2
土地開発局 3,170.1 2,654.2 -515.9 -16.3
農業局 3,190.6 3,092.9 -97.8 -3.1
農業普及局 5,591.1 5,452.5 -138.6 -2.5
協同組合振興局 2,681.7 2,363.1 -318.6 -11.9
農地改革局 2,054.4 1,917.4 -137.0 -6.7
農業経済局 302.4 333.2 30.8 10.2
出所：MOAC
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３－２－２　協同組合振興局（CPD）

（１） 機能と任務

　農業・協同組合省の１局であるCPDの役割は、協同組合手法の振興普及であって、所管

する主要な分野は次のとおりである。

１）　協同組合の理念、原則、活動・方式や協同組合に係る知識、情報の振興・普及

２）　協同組合に係る研究・調査

３）　協同組合の設立、事業活動の振興・助言

４）　協同組合への財政上の支援、基本的基幹施設に係る支援とその他支援に係る関係省庁

との協力

５）　協同組合活動を利用した土地なし農民への土地の配分

６）　法律並びに協同組合登録官命令にのっとった協同組合活動の監督・指導

（２） 組織機構

　CPDの組織機構は、中央と地方に分けられる。

　中央の組織はバンコク市にあり、９部、３室から成る。秘書室、人事部、会計部はそれぞ

れ総務・法務、人事、会計を担当している。

　企画部は企画、予算、プロジェクトの進行管理・評価、情報処理を、また、技術普及部

は、協同組合にかかわる調査、広報・国際交流を担当している。研修部は、10か所の地区研

修センターにおける協同組合振興局職員、協同組合員、組合理事・職員や一般人に対する研

修任務としている。

　農業協同組合部は農業協同組合と漁業協同組合の振興を任務とし、土地開拓協同組合部

は、土地開拓協同組合の振興を任務としている。

　貯蓄信用協同組合、生活協同組合、サービス業協同組合の振興は、非農業協同組合部の任

務に含まれている。機械部は、すべての協同組合に対し10か所の機械センターを通じて機械

にかかわるサービスを担当している。協同組合検査官室は、全国の全協同組合の検査、助

言、振興にあたるため設けられている。最後に、内部検査室は、局の経理・財務の検査を担

当している。

　一方、地方の機構は、76の協同組合事務所、816の郡協同組合事務所からなっている。こ

れらの現地事務所は、それぞれの担当地域のすべての協同組合の監督、振興を担当してい

る。

（３） 主な協同組合発展促進事業

　CPDは、これまで協同組合発展のために様々な計画、プロジェクトを実施してきた。こ
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れらの大部分は、タイ国民の過半数を占める農業セクターの協同組合（農協、漁協、土地開

拓協同組合）に集中している。その主なものは以下のとおりである。

１）　農協への米集荷資金貸付と販売事業強化プロジェクト

　農協が組合員から籾米をほかよりも高い価格で集荷できるよう資金を貸し付けている。

1980／81米年度の第１回実施以来、このプロジェクトの下で籾を農協に販売する組合員農

家は、全体的にみて、市場価格水準よりトン当たり200～300バーツ高い価格で販売してき

ている。

２）　農産物卸売市場（セントラルマーケット）のタンボン（村）段階での設置

　1993年からセントラルマーケットの設置について、農協に対して無償資金援助を開始し

た。その内容は、①乾燥場（1.2ha）、②籾米倉庫（500トン）、③乾燥機（30トン／日）、④ト

ラックスケール（計量能力40トン）の建設などである。

３）　清浄野菜生産振興プロジェクト

　温室その他清浄野菜生産関連施設の建設のための組合員への融資金として、農協に対し

無利子の貸し付けを行っている。

４）　農協における女性活動の推進

　1985年から、協同組合女性活動推進プロジェクトに着手しており、女性による工芸品等

の生産促進や女性の生活水準向上のため、農村女性がグループや協同組合を組織すること

を促進してきている。

５）　協同組合員間貯蓄推進計画

　協同組合が自立し、事業拡大が図られるよう、出資金の増額などによる自己資本増強運

動を推進してきている。

（４） 予算

　予算は、以下のとおりとなっている。

・1999年度　27億3500万バーツ

・2000年度　29億4300万バーツ

・2001年度　26億8100万バーツ

・2002年度　23億6300万バーツ

　（注：会計年度は10月から９月）
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（５） 職員数

　職員数は以下のとおりである。

正規職員　　3781名

非常勤職員　2510名

合計　　　　6291名

３－２－３　農協の組織と事業

（１） 農協の組織

　タイの協同組合の種類は、表－５のとおり、農協グループと非農協グループに分類されて

おり、この農協グループは、農業協同組合、漁業協同組合、土地開拓協同組合に分けられて

いる。農業協同組合は、組合数で全協同組合の約61％、また、組合員数で全協同組合員の62

％を占めており、タイの協同組合運動の中心の地位を占めている。また、協同組合振興局

（CPD）は、農業協同組合を含むすべての種類の協同組合の振興を所管している。

　農業協同組合は、一般農業協同組合、水利用者協同組合、酪農協同組合、養豚協同組合、

農業・農業組合銀行（BAAC）顧客協同組合、土地改革地域協同組合、ゴム生産者協同組合に

分類されており、その推移は表－６、内訳は表－７のとおりである。

表－５　タイの協同組合の種類と組合員数（2001 年１月）

種　　類 組　合　数 組合員数(人)
農協グループ 3,401 5,135,385
　農業協同組合 3,239 4,969,962
　漁業協同組合 64 13,650
　土地開拓協同組合 98 151,773
非農協グループ 1,940 2,944,442
　貯蓄信用協同組合 1,294 2,191,717
　消費者協同組合 248 732,860
　生産者協同組合 398 19,865

合　　計 5,341 8,079,827
出所：CPD
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　タイの農協は、1990年までは組合員組織率（全農家戸数に対する組合員戸数の割合）が20％

前後で推移してきたが、1991年以降、政府系金融機関であるBAACから融資を受けている農

家が組合員となって農業協同組合を設立したことなどにより、組合員が急増し、1990年から

1993年の３年間で、組合員数は約2.7倍となった。

　タイの農協の主流は、このBAAC顧客協同組合と一般農協であるが、その後の1996年と

2001年の統計を比較すると、一般農協は組合数の増加に伴って組合員数も拡大している。一

方、BAAC顧客協同組合では組合数が若干増加したにもかかわらず、組合員数は大幅に拡大

しており、2001年における１農協当たりの平均組合員数は、一般農協の1058戸に対し、

BAAC顧客農協のそれは３万9789戸となっており、その違いは極めて大きいものがある。

　今回、BAAC顧客協同組合を調査することはできなかったが、協同組合振興局職員の話に

よると、組織、事業ともに一般農協と同じであり、統計上区別する必要はないとのことで

表－６　タイにおける農業協同組合の推移

年　次 組　合　数 組合員数
1980 857 743,105
1990 1,464 1,007,637
1993 1,797 2,752,724
1994 1,976 3,287,358
1995 2,481 3,717,609
1996 2,832 3,942,416
1997 3,097 4,338,096
1998 3,226 4,507,082
1999 3,344 4,659,070
2000 3,370 4,789,493
2001 3,239 4,969,962

出所：CPD

表－７　農業協同組合の種類別内訳

1996 年１月 2001 年１月
組合数
増加率

組合員数
増加率

組合数 組合員数
組合員
構成比

組合数 組合員数
組合員
構成比

2001／
1996

2001／
1996

一般農協 1,368 1,345,442 34.1% 1,656 1,753,023 35.3% 21.1% 30.3%
水利用者協同組合 571 87,786 2.2% 592 115,220 2.3% 3.7% 31.3%
酪農協同組合 89 18,839 0.5% 97 21,027 0.4% 9.0% 11.6%
養豚協同組合 67 35,851 0.9% 40 18,940 0.4% -40.3% -47.2%
BAAC顧客協同組合 71 2,373,197 60.2% 74 2,944,412 59.2% 4.2% 24.1%
土地改革地域協同組合 103 47,038 1.2% 127 63,039 1.3% 23.3% 34.0%
ゴム生産者協同組合 563 34,263 0.9% 653 54,301 1.1% 16.0% 58.5%
合計 2,832 3,942,416 100.0% 3,239 4,969,962 100.0% 26.1%

出所：CPD
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あった。しかし、約４万戸というBAAC顧客協同組合の平均組合員数は、正組合員数でみる

と我が国の大規模農協以上の規模であり、今後、プロジェクトの実施方策を検討するにあ

たっては、その位置づけを明確にしておくことが必要であると考えられる。

（２） 農協の事業

　タイの農協は多目的（総合）農協が中心で、１つの農協で信用事業、販売事業、購買事業、

サービス事業等の各種事業が実施されている。最近の事業高の推移を表－８でみると、1996

年から2000年の４年間は、経済危機のなかにあっても各事業とも順調に伸びており、販売事

業では1.67倍となっている。ただし、経営の面からは、損失を計上する組合の数が大幅に拡

大している。

　販売事業高の推移は、表－９のとおりであり、籾（モミ）、ゴム、生乳が販売品目の上位を

占めている。このうち、ゴムはゴム生産者協同組合が、また、生乳は酪農協同組合がそれぞ

れ中心となって取り扱っていると考えられることから、一般農協とBAAC顧客協同組合は、

籾とそれら主要３品目以外の作物の販売を行っていると思われる。

　この籾の販売事業は、2000年には落ち込んだものの、近年、順調な拡大をみせている。し

かし、タイ全国の流通量からみると数％を占めるに過ぎないといわれている。

　主要３品目に次いで販売高の大きい品目（畜産物を除く）としては、トウモロコシ、豆類、

表－８　農業協同組合の経営（単位：100 万バーツ）

1996 1997 1998 1999 2000
伸率

2000／1996
農協数（12 月末） 3,019 3,216 3,317 3,417 3,424 13%
データ収集農協数 2,604 2,749 2,840 2,901 2,835 9%
組合員総数（人） 3,263,330 3,472,259 3,685,356 4,244,986 4,219,730 29%
総事業高 44,638 50,843 56,226 55,324 57,634 29%
貯金総額 13,248 14,299 15,086 14,310 16,943 28%
融資総額 16,003 18,186 18,121 17,861 18,201 14%
購買事業高 8,648 10,079 12,166 12,164 11,254 30%
販売事業高 6,610 8,164 10,741 10,847 11,067 67%
サービス事業高 129 115 112 142 169 31%
総収入 19,256 21,824 26,540 28,128 28,584 48%
総支出 17,992 20,492 24,956 26,617 26,802 49%
収益 1,264 3,803 4,232 4,687 4,801 280%
利益組合数 1,760 1,886 2,061 2,061 2,031
利益組合の利益合計 1,305 1,415 1,659 1,745 1,941
損失組合数 328 419 437 646 671
損失組合の損失合計 40 83 75 235 158

出所：CAD年報
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サトウキビ、パイナップル、コーヒー、ヤシが上げられる。このうち、トウモロコシ、サト

ウキビについては近年大幅な拡大をみせており、ヤシは最近取引が始まった品目である。一

方、パイナップルは、1990年には籾に次ぐ販売高（畜産物を除く）を記録していたが、最近漸

減傾向にある。

　次に、購買事業高、サービス事業高の推移をみると、表－10、表－11のとおりである。農

協卸売市場（セントラルマーケット）の運営については、その事業の性格からして、このサー

ビス事業に含まれると思われるが、明確なことは不明である。

表－９　販売事業（単位：100 万バーツ）

品　　目 1985 1990 1996 1997 1998 1999 2000
籾 305 973 1,790 2,718 3,993 3,941 3,546
トウモロコシ 64 110 226 241 403 601 640
豆類 17 85 134 145 181 122 137
サトウキビ 91 62 117 125 106 120 152
アワ - - 1 1 6 15 5
綿 - - 4 2 1 1 1
パイナップル 5 215 103 141 121 77 87
麻 - - 2 5 3 2 1
ゴム 272 104 2,356 2,452 2,654 2,592 2,434
キャッサバ - - 95 42 55 46 34
塩 - - 11 1 1 1 2
乾燥唐辛子 - - 2 2 7 9 7
コーヒー - - 119 95 294 110 88
ヤシ - - - - - 77 163
ココナツ - - 3 1 1 4 1
ランブータン - - 12 5 10 - 1
たばこ - - 8 - - - 1
牛・羊 - - 51 61 77 58 72
豚 - 287 140 208 184 192 169
生乳 - 426 1,260 1,592 2,011 2,426 3,297
その他 50 225 164 320 625 444 220
合計 804 2,487 6,598 8,157 10,733 10,838 11,058
対前年比 59.04% 23.63% 31.58% 0.98% 2.03%
出所：CAD統計
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３－２－４　商務省国内流通局（DIT）

　商務省国内流通局（Department of Internal Trade：DIT）は、コメ等の農業生産者、一般

製造業者などの川上から、川下の消費者まで、広範な範囲を行政対象としてカバーしている。

（１） 組織

　商務省国内流通局の組織は、以下の10部体制となっている。

１）　長官官房（総務部）

２）　法律部

３）　計画情報システム部

４）　消費者権利保護部

５）　監視・調査部

６）　ビジネス競争部

７）　農産物価格安定部

表－10　農業協同組合の事業実績

購買事業（単位：100 万バーツ）

品　　目 1985 1990 1996 1997 1998 1999 2000
肥料 326 809 3,146 3,601 4,742 4,808 3,601
農薬 31 83 247 272 326 431 498
農業機械 63 250 1,107 1,021 1,137 1,319 1,070
農機具 457 447 244 177 266
種子 327 510 601 525 610
米 74 221 324 439 518 486 373
飼料 10 201 817 1,155 1,387 1,628 1,536
石油 16 1,378 1,629 2,158 1,928 2,434
その他 128 393 843 999 1,048 859 873
合計 632 1,973 8,646 10,073 12,161 12,161 11,261
対前年比 22.57% 16.50% 20.73% 0.00% -7.40%
出所：CAD統計

表－11　農業協同組合の事業実績

サービス事業（単位：100 万バーツ）

品　　目 1996 1997 1998 1999 2000
耕起作業 2 2 2 5 7
ポンプ給水 32 32 40 58 54
その他 94 80 68 79 106
合計 128 114 110 142 167
対前年比 27.84% -10.94% -3.51% 29.09% 17.61%
出所：CAD統計
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８）　市場促進開発部

９）　ビジネス促進開発部

10）　貿易経済指数部

（２） 業務内容

　また、その対象とする行政の内容は、下記のとおり多岐にわたる。

１）　消費者価格の監視

２）　消費者の権利保護

３）　独占禁止など公正競争の促進

４）　農産物価格の安定

５）　ビジネスの促進と開発

６）　貿易・経済指数の開発

（３） 農産物市場の所管

　DITは、農産物中央市場を所管している。現在、タイ国全土に85の農産物中央市場（ACM）

が存在する。品目別市場で、その内訳は、以下のとおりである。

１）　穀物（コメを含む） 67市場

２）　野菜・果実 15市場

３）　水産物  3市場

　バンコク市近郊の北方42キロに位置し、タイを含む南アジア最大のタラタイ市場も、

ACMの１つである。

　ACMは、DITの監督下にあり、例えば、ある市場がACMとなるためには、DITに申請し

てその認可を受ける必要がある。ACMの経営者は通常民間であるが、農協の経営する市場

もDITに申請して認可を受けることが可能であり、実際に、農協の管理・経営する水産物市

場のうち、２市場がACMとして認可されている。

　通常、ACMは、タラタイ市場の例にみられるように、地域における大規模で中核的な市

場であり、穀物市場で最低50ライ（＝８ha）、野菜で20ライ（＝3.2ha）の面積を有する必要が

ある。

　ACMとして認可を受けることにより、商務省を通じ、①政府系金融機関からの低利の融

資、②卸売市場の行う様々な活動への助言を受けることができる。

　このうち、融資については、通常8.5％の利率であるところを、3.5％の優遇された低利

で融資を受けることができる。この低利融資により借りた資金は、ACMの様々な設備、す

なわち冷蔵庫、乾燥施設、電子重量測定機、果物などの等級判別機、トラクター、精米機、
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地面を利用したコメやタピオカの乾燥施設、冷蔵庫を装備した保冷車などの購入に充てるこ

とが可能である。ただし、施設整備等を含め、政府による補助金はない。

　ACMの行う様々な活動への支持については、例えば、卸売市場の設立直後に、市場の知

名度を買い手、売り手双方に高めることを目的に、コンサートやその他のイベント・娯楽を

実施することがあるが、その企画・立案をDITが助言する。ただし、補助金等を出すのでは

なく、あくまで企画・立案に対する助言である。

（４） 生鮮農産物ワンストップ輸出センター構想

　DITはACMを、野菜・果物など生鮮農産物の輸出に係る諸検査や手続き（植物防疫、食品

衛生、原産地表示、税関への輸出証明書の提出）をすべて１か所で行うことのできる、生鮮

農産物ワンストップ輸出センター（Perishable One Stop Service Export Center＝以下、

「POSSEC」と略）として整備する構想をもっている。その背景には、輸出に係るすべての手

続きを１か所に集中すれば、生鮮農産物の鮮度の低下を可能な限り防ぐことができ、結果的

に輸出する生鮮農産物の価値を維持できるとの考えに基づくものである。このため、関連す

る官庁の出張所の施設を市場の中に開設することが必要である。

 現在、POSSECに指定されたACMはバンコク市郊外のタラタイ市場１か所のみであり、

このPOSSECとしての認可は2001年10月に行われた。

 これらのACMでは、主な収入源は入場者からの入場料及び市場内の場所の賃貸業である。

通常24時間市場で、取引形態は、そのほとんどが売り手と買い手の間の相対取引である。

（５） 農産物先物取引市場の整備

　DITはまた、農産物先物取引市場の整備をめざしている。

　その政策目的は、農家と企業家、取引業者の権利を保護するための原理と規則に基づき、

農産物の売買を行うセンターを設立することであり、価格変動リスクを軽減し、将来取引さ

れる先物価格を発みし、農産物のマーケティングシステムの効率性を増やすことにある。

その手始めとして、タイが世界の主要輸出国となっている以下の４つの農産物、すなわち、

①コメ、②タピオカ、③ゴム、④ブラックタイガー・海老の上場を考えている。

　現在、関連する法制度や取引者の登録方法等を整備している最中であり、2002年中のオー

プンをめざしている。

（６） 契約栽培農業の推進

　DITは農業生産者と加工業者や販売業者間の契約栽培農業を推進している。その契約は、

書面すなわちDITによって標準化された書式に基づくものであり、農家にとっては作物収入
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の確実な見込みが立てられ、加工業者にとっては効率化されたマーケティングにより確実に

生産コストや利益の見通しが可能となること、消費者にとってはよりよい品質の農産物を消

費することが可能となるなどの利点がある。ただ、今回の調査では、その詳細（契約の進展

の現状、カバー率、今後の見通し等）については聞き取りを行わなかった。
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４．プロジェクト方式技術協力実施に向けての課題４．プロジェクト方式技術協力実施に向けての課題４．プロジェクト方式技術協力実施に向けての課題４．プロジェクト方式技術協力実施に向けての課題４．プロジェクト方式技術協力実施に向けての課題

４－１　実施可能な協力パターンの絞り込み

　本プロジェクト方式技術協力（以下「プロ技」）に対する協同組合振興局（CPD）側との協議では、

2000年７月の要請以降、CPD側はプロ技実施に必要となる具体的な行動計画の作成は行われてお

らず、対象地域、モデル農協、さらには事業実施に伴う担当部署、カウンターパート配置、ロー

カルコストの確保等についての具体的計画の取りまとめもしていないため、プロジェクトサイト、

モデル農協の確認作業の協議を行うことができなかった。

４－２　今後の検討にあたっての留意事項

（１） CPDの主体性確保

　今回のプロ技要請について、具体的な詰めはなされていなかったが、調査団側の求めに対

し、CPDは、急きょ当初要請をより具体化させた文書（付属資料６）を調査団滞在中に提出し

てきた。しかしながら、プロ技実施にあたっては先方政府側のより主体的な態度が欠かせない

ので、今後の動向を注視していく必要がある。

（２） 国際協力銀行（JBIC）による実施可能性調査（F／S）の動向

　現時点では本件採択時の前提とされていた農業分野プログラムローン（ASPL）並びにそれに

先立つF／Sの実施が不透明な状況にあることから、今後の動向に留意する必要があるととも

に、F／Sが開始された段階で可能な限り調整を図ることが重要と判断される。また、F／Sの

結果が明らかになった段階で、本プロ技のタイ国内における卸売市場並びに農協整備に関する

全体計画に占める位置づけが明らかになることから、その段階でプロ技実施の妥当性を改めて

検討する必要がある。

（３） 対象農産物の具体化

　現時点ではCPD側でプロジェクトサイトやモデル農協の選定が具体化されておらず、取り

扱う農産物についても対象が定まっていなかった。仮に、CPD側が今後プロ技の実施対象と

なる地域、あるいはモデル農協を選定してきた場合には、農産物の具体的な内容が明らかにさ

れることになるが、タイ国内でのモデル農協の候補とされる農協では、アスパラガスやバナナ

といった野菜や果物を既に日本に輸出しているところもあることから、CPD管轄下の農協へ

のプロ技が、日本に向けた農産物輸出を促進することにならないか、いわゆる「ブーメラン効

果」への影響を慎重に調査したうえで、協力の可否を判断しなければならない。
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（４） 農業・協同組合省組織改革の動向

　農業・協同組合省次官室（OPS）の情報によれば、2002年10月には同省の大幅な組織改編が

予定されており、CPDも新組織への組み替えが計画されているとのことであった。CPDは、

新組織になったとしても基本的な機能が変わることはないと説明したが、プロ技実施に関し、

実施機関の動向は極めて重要であることから、10月の新組織移行には注意を払う必要がある。

（５） 第９次国家経済社会開発５か年計画における本要請の位置づけ

　2002年から2006年までの第９次国家経済社会開発５か年計画に基づく、農業・協同組合省

の具体的な活動計画については、2002年１月に策定され、英語翻訳版を現在作成中であるこ

とを同省次官室で確認したが、その具体的な内容については把握できなかった。したがって、

今後はこの英訳版の内容を判断したうえで、本要請と第９次国家経済社会開発５か年計画の整

合性を確認しなければならない。
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５５５５５．．．．．類類類類類似似似似似案案案案案件件件件件とととととののののの連連連連連携携携携携（（（（（JBICJBICJBICJBICJBICのののののFFFFF／／／／／SSSSS進捗状況）進捗状況）進捗状況）進捗状況）進捗状況）

　日本側で本件採択の際に前提条件とされた国際協力銀行（JBIC）の実施可能性調査（F／S）は、「農

業分野プログラムローン（ASPL）に基づく卸売市場設置に必要な実施可能性調査（F／S）」と位置づ

けられているもので、当初計画から１年半以上たった現在においても、調査を実施するコンサル

タントが決まっておらず、調査開始には至っていない。

　F／Sの調査結果は、調査開始から約１年後に出されるが、新政権下での対外債務削減の施策に

よりASPL自身も実施されないおそれが生じている。したがって、今回の調査では、当該案件につ

いてJBICあるいは、協同組合振興局（CPD）側と具体的な協議を実施することはできなかった。

（「６．（３）JBICバンコク駐在員事務所との協議概要」参照）
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６．関係機関との協議概要６．関係機関との協議概要６．関係機関との協議概要６．関係機関との協議概要６．関係機関との協議概要

（１） 在タイ日本大使館

　タクシン政権は、外国からの借り入れ（対外債務）については、今後抑制していく方針であ

り、国際協力銀行（JBIC）とアジア開発銀行（ADB）の協調融資による農業分野プログラムロー

ン（ASPL）についても、今後予断を許さない状況にある。今回のプロジェクト方式技術協力（以

下「プロ技」）要請は、このASPLの前提として実施される詳細調査（F／S）の結果を踏まえて協

力内容を検討するという前提であったが、この大前提が崩れてしまっている。したがって、調

査についても上記F／Sと切り離して協力の妥当性を検討せざるを得ないであろう。

　2001年10月に協同組合振興局（CPD）局長が交代し、それに伴う協議を2001年12月に行った。

新局長は、タクシン政権下での一村一品運動の推進を前面に掲げ、同局としてもこれに係る事

業の推進を図っており、今回のプロ技の要請が低い優先度になっている旨を表明していた。

　CPDがこの一村一品運動とプロ技をどのような関連をもって考えているのかは明確ではな

いものの、モデル農協を通じた一村一品運動の展開にあたっては、我が国が協力する余地があ

るのではないかと思われる。

　今回のプロ技要請の実施機関であるCPDは、もともと農産物流通を所轄する部署ではない

ものの、農協を通じたマーケットの整備等については彼らの手で実施できるだろう。協議にあ

たってはプロ技実施機関としてのCPDの能力を十分に調査する必要がある。

　タイの農業施策に関し、農業・協同組合省は長期的には自国産の農産物を海外市場にのせて

所得向上を図りたいとの意向が強いものの、現段階においては農産物そのものの品質や規格、

包装等、国際競争力をもつには至っていない。

　海外市場としては、日本も重要なマーケットと考えられており、同国の大規模農家に対する

技術協力は、日本への農産物輸出に影響を及ぼすおそれがあることから、これ以外での協力を

検討していただきたい。

　その点では、実施機関であるCPDは、タイ国内の農協事業を推進する部局であり、ここへ

の協力はタイ国内向けの農業協力と考えられる。

（２） JICAタイ事務所

　タイのタクシン新政権は、与党勢力が国会の過半数を超える単独政権下、農村部へのサービ

ス向上を旗印に掲げ、一村一品運動の大々的な推進、あるいはタイの各地方の村に村おこし資

金／融資を提供し、起業家の夢を実現するための「100万バーツ村落基金」等を展開している。

　こうした状況下、特に一村一品運動の展開を進める方針の下では、今回のプロ技要請である

「農産物流通経路改善」に対する優先順位が低くなってきたものと考えられる。
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　一村一品運動は、内務省を主導に全省庁をあげて取り組んでいる構想であり、もともとは、

大分県知事のタイ高官との交流が背景にある。JICA関係でも、アセアン特設のカウンターパー

ト（C／P）研修で「一村一品」に関連したコースを設けたり、個別専門家や農村開発に係る開発調

査も実施されている。

　なお、一村一品運動について、農業・協同組合省では、CPDが窓口になっているが、近いう

ちに食料局（Food Dept.）を新設して一元的に事業を行うことも検討されている模様である。

　農業・協同組合省への協力で留意すべきことは、タイの省庁は日本以上に各局の縦割り的な

行政が中心であり、次官室が各局間の調整にはあたるものの、実体的には各局が独自に事業を

展開しているのが実情であり、局間の連携といったことは非常に難しいので注意してほしい。

（３） 国際協力銀行（JBIC）バンコク駐在員事務所

　円借款を実施する前提として、その実施可能性調査（F／S）を行うことが求められるが、今回

のF／Sは将来の卸売市場整備を念頭に置いたものとして計画された。

　JBICの借款としては、農業分野プログラムローン（ASPL）に関し４億７800万円の金額が２本

の枠組み、すなわち灌漑事業などサブプロジェクトの計画管理に対するものと、本プロ技案件

の関連である卸売り市場整備に係るF／Sに対して予算が配置される計画である。

　このローンについては2001年９月、農業協同組合省に対し、計画の同意がなされ、それに基

づき実施された入札に応募したコンサルタントのプロポーザル（Technical Report）が2001年11月

前半に提出されている。

　農業協同組合省は、これらプロポーザルの順位づけを行い、その結果を評価報告書

（Evaluation Report）として取りまとめ、省内の委員会（Committee）の同意を経たうえで、JBIC

の承認を受けねばならないが、サブプロジェクトの計画管理に対しては評価報告書が提出され

たものの、肝心のF／S実施に対しては未提出の状況である（計画管理に対しては、既にコンサル

タントの価格交渉もなされ、契約済みとのこと）。

　結果的に、JBICサイドの予算で実施予定のF／Sについては、2002年２月12日現在も調査開始

の目処すら立っていないのが実情である。

　11月に計画管理と同時に出されたプロポーザルの評価を巡り、一方のF／S実施のみ評価報告

書が出されないのは、不可思議な要素が残り、状況理解に窮している。現タクシン政権が、対

外債務の削減を打ち出していることから、優先順位の低下した卸売り市場整備に係るローンに

至っては、これをキャンセルするという動き（現地新聞情報）もあり、こうした背景から評価報

告書を承認する委員会が依然開催されていないのではないかと推察される。

　タクシン政権の対外債務の対応方針としては、「不要不急」な案件については、海外からの融

資による資金を導入しないことを前提とし、そのうえで①資金の国内調達を図り、それが困難
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な場合に限って、②（JBICやADBも含めた）対外融資を検討する、との位置づけになってい

る。今後20億ドルの対外債務を10億ドルに半減させる指示も出されていることから、ASPLに

ついても非常に厳しい状況にあると考えられる。

　ただし、ASPLによる卸売市場設置とこのF／Sは、別な予算であることから、仮に同ローン

がキャンセルされ、かつF／S実施の承認がなされれば、JBICとしてはL／C（Letter of Credit）

によりこのF／S実施に係る経費をコンサルタントに支払うことになるが、その場合の調査内容

については慎重に対処していきたい。なお、F／S実施に係る契約行為は、農業・協同組合省協

同組合振興局（CPD）と当該コンサルタントでなされる見込みである。

　ASPLによる卸売市場が設置された場合、その卸売市場の管理をどこが行うのかについてもF

／Sのなかで検討される。協同組合振興局、商務省国内流通局のいずれかが所管先としては考え

られるが、実際の管理にあたっては民間企業への業務委託も検討される。

　JBICサイドとしても、本件については不確定要素が大きく、今後ともJICAと情報交換をし

ながら事業を進めていきたい。

（４） 農業・協同組合省次官室（OPS）

　農業・協同組合省次官室（OPS）について調査を行った背景は、本プロ技要請を協議するうえ

で重要な事項となっているJBICのF／S及び農業分野プログラムローン（ASPL）に基づく卸売市

場施設整備について、同省の窓口になっているのが次官室であったことによる。

　そこで、次官室において調査を実施したが、JBIC予算によるF／Sを実施するコンサルタン

トの決定及びASPLの実施に係る進歩状況について、明確な情報は得られなかった。

　ただし、2002年10月にタイ政府の組織改革が行われる見通しであることが明らかになった。

農業・協同組合省でも大幅な組織改編が行われる見通しで、本プロ技実施機関である協同組合

振興局（CPD）でも新組織への組み換えが行われる予定とのことであった。ただし、CPDでは、

大幅な組織改編が行われることはないとの情報も聞かれた。

（５） 農業・協同組合省農業普及局（DOAE）

　農業・協同組合省農業普及局（DOAE）を訪問し、同局の組織と活動について説明を受けた。

その内容は以下のとおりである。

１）　任務

　DOAEの任務は、①適切な技術を農民に伝達すること、②農業関連業務を開発・振興する

こと、である。

２）　活動方針

　DOAEの活動方針としては、①農民と農民組織の能力開発、②競争のための生産と並行し
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た自立経済の振興、③効果的な情報システムの開発、があげられている。

３）　活動内容

　DOAEの活動内容は以下のとおりである。

ａ）　農地データベースの作成と農民の登録

ｂ）　現状と農民のニーズにあった研修カリキュラムの開発

ｃ）　農民・農民組織のためのアグリビジネス研修の実施

ｄ）　農産物別の農業のゾーニングの確定

ｅ）　農民の生産のコントロールとモニタリング計画の策定

ｆ）　知識と情報を農民に伝達するための情報技術の応用

ｇ）　システマティックなデータ収集

ｈ）　農業技術伝達・サービスセンターの活用

４）　組織

　DOAEの組織機構は、中央と地方に分けられる。

　中央の組織はバンコク市にあり、11部、２室からなる。その主なものは、種子部、植物防

疫サービス部、研修部、米・畑作物振興部、園芸作物振興部などである。

　地方の組織としては、地域農業普及事務所が６か所、県農業普及事務所が76県、郡農業普

及事務所が797郡に設置されている。

　DOAEは、特に地方レベルでは協同組合振興局（CPD）と協力した活動を行っており、

JICAの技術協力プロジェクトの実施においても協力することができるとのことであった。

農業技術の普及にあたっては、通常、作物別にグループを組織し、研修等を通じてそのグ

ループに技術を提供しており、また、契約栽培を普及するためのプロジェクトを実施してい

るとのことであった。

　また、「一村一品」の概念には、生鮮農産品も含まれるとのことであった（例えば、Ａ村の

キュウリ）。

（６） 農業・協同組合省経済局（OAE）

　経済局（OAE）は６つの部と36の課をもつ農業・協同組合省の１局である。６つの部は、以

下のように分かれており、経済面にかかわる農業政策の立案や、そのための基礎となる農業経

済の研究を行っている。

１）　官房

２）　農業政策企画部

３）　経済計画評価部

４）　農業経済研究部（BAE）
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５）　農業情報センター

６）　農業経済地域統括部

　今回訪問したのは、農業経済研究部（BAE）である。

　BAEは総務課のほかに４つの課がある。すなわち、①農産物研究課、②社会経済・農業労

働研究課、③農業経営研究課、④自然資源経済研究課の４課である。

　今回の訪問の目的は、タイの農産物流通改善を考えるうえで、個別の農産物の流通経路、す

なわち農産物が生産者の手を離れてから、どのような経路をたどって消費者に届くのかを基礎

知識として理解するためであった。

　インタビューの概要は、以下のとおりである。

・農産物の流通経路は、概して金額ベースで60～80％の農産物が仲介者たるミドルマンへ、

２～10％が農協へ届けられる。残りはその他の流通経路である。

・コメについては、２％が農協、18％が精米業者、残りの80％がミドルマンを通じて流通し

ている。

・BAEでは、コメの農家での庭先価格、卸売価格、輸出価格のデータを収集している。

・コメについては、流通経路のフローチャートを作成している。2002年は、トウモロコシ、

アスパラガスの流通経路の研究を行う。

・大豆については、農協を通じて販売されるものの割合は約10％程度である。

　フローチャートは流通の各段階を含む詳細なもので、タイ語により作成されている。

　以上のインタビューから、タイの農産物の流通はミドルマンの占める比重が大きいことが分

かった。
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７．現地調査の概要７．現地調査の概要７．現地調査の概要７．現地調査の概要７．現地調査の概要

７－１　タラタイ農産物卸売市場

　1996年に民間会社であるThai Agro Exchange株式会社によって、バンコク市郊外北方42㎞の地

点に開設された、タイを含む南アジア最大の卸売市場である。商務省国内流通局（DIT）により農産

物中央市場（A C M）として認可を受けており、また、生鮮農産物ワンストップ輸出センター

（POSSEC）に指定されている。その立地は、バンコク市のみならず、タイのすべての地方からの

アクセスが容易な交通の要所である。

　広さ200エーカー（＝80ha）の広大な規模をもち、24時間開設されている。

　20億バーツ（１バーツ＝約３円）の資本金で設立され、１日に３～５億バーツの取引が行われ

ている。タイ国内で取引される農産物のうち、約60％がこの市場を経由する。設立にあたっては、

税制上の優遇措置を受けたが、政府の補助金はなかった。

　この卸売市場の主な収入源は農産物の売り手から徴収する車両当たりの入場料、及び売り手また

は買い手に貸す市場内の場所代である。入場料は、４輪自動車が200バーツ、６輪トラックが300

バーツ、８輪トラック以上が400バーツとなっている。買い手の入場料は無料である。場所の賃貸

料は、４㎡（２×２ｍ）当たり１日35バーツとなっている。

　市場は、ある区画では野菜、別のある区画では果物というように、ブロックごとに取引される

品物が決められている。主な取引品目は、コメ、野菜、果物であり、畜産物や水産物は取り扱わ

れていない。

　売り手と買い手の間では、相対取引が基本で、日本の卸売市場法のような市場取引に関する法

律はない。せり取引については、実験的に2001年、東部レヨン（Rayong）県（バンコク市東方約200

㎞）の農協がドリアンを毎日タラタイ市場に運び、２か月間で180トンのドリアンがせり取引され

た例がある。ただし、農協が直接売り手として市場に参加するのはまれであり、売り手及び買い

手は個人及び法人が主流である。

　取引価格の情報は、市場の職員が毎日それぞれの区画でデータを収集し、市場の本部に報告し

ている。将来的にはインターネット（www.talaadthai.com）による価格情報等の市場情報を提供す

る計画があるが、現時点ではアドレスを取得しただけで、ホームページはまだ作成されていない。

　現在、市場の大幅な拡張が計画されており、その拡張区域内に冷蔵貯蔵庫や放送施設の建設を

計画中である。

　コメの取引については、農協が籾を集荷すると、中間取引業者（Middleman：ミドルマン）がそ

の籾を購入し、ミドルマンが精米をしてタラタイ市場で販売するという仕組みになっている。

Amway Company（アムウェイ社）は主要なコメ取引企業であり、コメの産地である東北タイにネッ

トワークを有している。
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　タラタイ市場では開設当初、人を集めるためのイベント開設を商務省のアドバイスのもとで行っ

た。すなわち、毎日曜日に音楽コンサートを行い、その状況をテレビで実況中継をした。この計

画には商務省国内流通局（DIT）が参画したが、あくまで企画・立案に対する助言であり、補助金等

の政府による直接的な補助は行われていない。

７－２　ペプリ県バンラード農協卸売市場

　この卸売市場は、バンコク市の西方約140㎞にあるバンラード農協が所有し、運営する卸売市場

（セントラルマーケット）である。

（１） 農協の概要

　バンラード農協の概要は、チャウイー・マネージャーからの聞き取りによると以下のとおり

である。

・設立：1975年10月１日、２つの農協が合併して設立

・組合員数：6370人（農家組織率約80％）

・活動範囲：ペプリ県バンラード郡全体

・役職員数：理事数　15名、職員数　34名

・事業内容：信用、購買、加工、販売、農業振興、セントラルマーケット運営

・出資金総額：4900万バーツ

・貯金総額：2700万バーツ

　農業振興活動としては、１人の専任職員により、種子米の改良、バナナとパイナップルの栽

培技術指導（有機栽培等）を行っている。これは、農協内部に組織されている組合員グループの

リーダーを通じて行われており、農業普及事務所との関係は薄い。

　加工事業としては、精米を行っており、５、15、50、100㎏に袋詰めし、組合員並びに近郊

の国王プロジェクトの従業員等に販売している。

　販売事業については、精米以外に、バナナを販売している。この米やバナナは、以下に述べ

る農協卸売市場に組合員農家や非組合員農家、ミドルマンが持ち込んだものの一部を農協が買

い取り、販売しているものである。野菜の販売事業に関する将来計画について質問したとこ

ろ、軟弱野菜についてはリスクが大きいため考えていないとのことであった。

（２） 農協卸売市場（セントラルマーケット）の概要

　農協卸売市場は、農協本所の建物の横にあり、総土地面積は約5.5ha（34ライ）である。現

在、コンクリート敷きの土地に屋根と支柱のみの施設が４棟建てられているが、1997年に最

初の１棟が建設され、以後、順次増設され、2001年完成したものである。このほかに、精米
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施設２棟、倉庫、バナナ選果場、農業用資材販売店舗、ガソリンスタンドが併設されている。

　建設費用は、土地取得費用（6000万バーツ）を含め、合計で１億1000万バーツであり、その

うち800万バーツを協同組合振興局（CPD）から借り入れ、残りは自己資金でまかなわれた。こ

のCPDからの借入金のうち400万バーツは既に返済されている。

　この卸売市場では、売り手及び買い手の双方から入場する自動車の大きさに応じて徴収する

入場料（４輪トラック１台当たり40バーツ）と、卸売市場の中のブースを単位面積（３ｍ×４ｍ）

当たり月額600バーツで貸し出すレンタルスペース料が主な収入源となっている。その収入総

額に占める割合は、入場料が約30％、レンタル料が約70％とのことである。

　市場は24時間開いており、だれでも売買に参加することが可能で、農協組合員のみならず、

非組合員農家、地元商人（他郡からも可）も自由に農産物を持ち込むことができる。入場料につ

いても組合員、非組合員とも同額である。また、ブースを借りているのは地元の商人や農家と

のことであり、取引は相対で行われている。

　こうしたことからも、この施設は、いわゆる農協の「集荷場」ではなく、農協が所有・運営す

る「市場」であるといえる。

７－３　ナコンパトム県アスパラガス集荷センター

（１） センターの概要

・グループ所在地：ナコンパトム県チュンクワン（Thung Khwang）郡

（ヒアリングを行ったグループリーダー：Mr. Somsak Kasetpaisit氏）

・グループの規模：139グループ（1990年結成）

・生産物：アスパラガス（通年生産）

（２） 調査結果

１）　集荷方法

　生産者は、毎朝自分たちの収穫したアスパラガスをバイク等を利用して集荷センター（当

該グループの集会場を兼務）へ出荷している。アスパラガスの規格等級選別区分は、色や大

きさ、見た目の善し悪し等により規格別に５ランク及び規格外に分類される。

２）　アスパラガスの出荷先

　集荷センターにおいて生産者から仕入れたアスパラガスは、ミドルマンによってタイの中

部及び南部地域へと出荷・販売が行われている。また、買い入れたアスパラガスの一部は、

バンコクを経由して輸出向けともなっている。

３）　生産物の買い取りとミドルマンの役割

　生産者が出荷したアスパラガスは、ミドルマンの経営する会社の従業員によって選別、記
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録される。調査を実施した集荷所では４～５人の従業員が派遣され、生産者が出荷してきた

アスパラガスについて規格別に選別作業を行い、規格別取引量を伝票に記録し、生産者にも

取引伝票を手渡すことにより、取引の明瞭化が図られている。

　農民はグレード別に納品量に応じた買い取り価格を、ミドルマンの会社から１週間単位で

指定の銀行口座に入金される仕組みになっている。

　集荷を行っているミドルマンは、地元の人間で80～90人の従業員を有して、同地域の生産

者グループとは古くから取り引きがあり、生産者との信頼も厚く、良好な関係にある。

４）　ミドルマンとの売買契約

　ミドルマンとの売買契約取引は３年間の長期契約取引となっている。また、アスパラガス

の買い取り価格は、ミドルマンと生産者グループの協議により年間を通じた固定価格を採用

し、年度ごとに年間取引価格の改定を行う取引方法となっている。買い取り金額は、双方で

市場価格や近隣の生産グループでの取引価格を参考に協議されており、双方ともに情報収集

に努めているため、妥当な価格で決定されている（ミドルマンからの一方的な不当価格の押

しつけはない）。

　〔参考〕 2002年度の買い取り価格：最高規格（Ａ１グレード）50バーツ／㎏、

最低規格（Ｃグレード）25バーツ／㎏

５）　農業普及局と生産者グループとの関係

　この生産者グループは、農業・協同組合省農業普及局（DOAE）の普及プロジェクトの対象

にもなっており、同プロジェクトの協力により、カセサート大学から技術支援も受けてい

る。また、DOAEの普及員の栽培技術指導以外にも、営農資金の融資、農産物市場における

需給動向、市場価格動向等普及員による日々の指導が行われている。特に、気象に応じた

日々の灌水や施肥量の相談などを普及員と電話等の手段により実施している。また、ミドル

マンとの仲介や新たな販売先の紹介等の相談も行われている。

６）　生産者グループの農業協同組合への格上げ

　現在の生産者グループはアスパラガスを生産する農家によってグループを形成し、他の農

産物の取り扱いは行っていない。このため、グループリーダーの考えでは生産者グループ

を、すぐに農業協同組合への組織化を図っていくことは難しいとのことであった。しかし、

将来的にはアスパラガス以外にも生産品目の拡大を図り、農業協同組合に該当するような組

織規模へと拡大していきたいとの希望をもっているとのことであった。

７）　グループリーダーの選任

　グループリーダーは、グループ内の選挙により選ばれる代表であるが、特段の報酬はな

い。リーダーも基本的には生産者であり、街で開かれるリーダーの会議に出席する際の交通

費（燃料代）が支給される程度である。
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（３） 本技術協力案件との関連

　ナコンパトム県のアスパラガス集荷センターの事例は、農業普及局（DOAC）とカセサート大

学による生産者の組織化と栽培技術指導のみならず、集出荷、販売先の開拓及び消費地サイド

の情報提供等まで広範な指導が行われていることは特筆に値し、本案件にとっても参考となる

事例であった。

　ただし、本プロ技を進めるとすれば、この事例をさらに発展的に拡大させる必要があろう。

そのことは、生産者の所得向上を図り生活の安定のためにも、特定の品目から地域の条件に

合った複数の農産物の栽培を取り入れ、気象条件や市場価格の変動の影響を少しでも緩和し、

年間所得の安定につなげる必要があるためである。また、アスパラガス集荷センターでの規格

選別作業はミドルマン側によって作業が進められていた。生産者側の栽培品目の拡大と生産者

グループの拡大、さらには農協組織の確立を図り、年間を通じた出荷・販売が可能となれば、

生産者側（または農協）で生産から規格選別、出荷・販売まで行っていくことが必要と考えられ

る。そのことは、こうした活動を生産者側で行っていくことによって、さらにミドルマンとの

取引交渉においての発言力を増し、より対等な立場での取引につながるためである。
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８８８８８．．．．．今今今今今後後後後後ののののの予予予予予定定定定定（（（（（次次次次次期期期期期調調調調調査査査査査団団団団団ののののの派派派派派遣遣遣遣遣等等等等等）））））

　次期調査団の派遣については、４－２「今後の検討にあたっての留意事項」に述べた検討事項、

すなわち、①協同組合振興局（CPD）の主体性確保、②JBICによる実施可能性調査（F／S）の

動向、③対象農産物の具体化、④農業協同組合省組織改革の動向、⑤第９次国家計画における本要

請の位置づけ、の各事項に係る進捗、並びに内容が明確になった段階で、これらの要件を勘案しつ

つ派遣の必要性に係る検討を行う。

　時期的な設定は現段階ではできないものの、上記要件が満たされ、かつJBICによるF／Sが実

施されて約半年後には、農業分野プログラムローン（ASPL）実施に係る状況調査結果及び卸売市

場整備に係る全体計画の枠組みを示す中間報告書（インテリムレポート）が協同組合振興局（CPD）

側に提出される予定である。したがって、当該報告書が提出され、ASPLの骨子が明らかになった

段階で、JBICとの連携に係る具体的な内容を協議すべく、調査団の派遣を検討する。
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１．ミニッツ（M／M）

２．農業・協同組合省協同組合振興局（CPD）組織図

３．農業・協同組合省農業普及局（DOAE）組織図

４．農業・協同組合省経済局（OAE）組織図

５．商務省国内流通局（DIT）組織図

６．協同組合振興局（CPD）からの質問回答

７．プロジェクト方式技術協力要請書

８．第９次国家経済社会開発５か年計画概要

９．短期調査団の質問票に対する組合振興局（CPD）からの回答
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